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市
長
室
開
放

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

16
日
㈪
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

12
日
㈭
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
8
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

2
日
㈪
〜
25
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

支
払
日 

10
日
㈫

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な

ど
、養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。未
提
出
や
遅
れ
た
場
合
は
、

児
童
手
当
の
返
還
を

求
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な

家
庭
に
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど

の
援
助
を
行
い
ま
す
。令
和
７
年
度

に
認
定
さ
れ
た
方
や
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
の
前
倒
し
支
給
に

係
る
申
請
を
さ
れ
た
方
も
、再
度
申

請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
方
法
や
期
限
な
ど
の
詳
細

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

2
日
㈪
〜
25
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

支
払
日 

10
日
㈫

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な

ど
、養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。未
提
出
や
遅
れ
た
場
合
は
、

児
童
手
当
の
返
還
を

求
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な

家
庭
に
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど

の
援
助
を
行
い
ま
す
。令
和
７
年
度

に
認
定
さ
れ
た
方
や
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
の
前
倒
し
支
給
に

係
る
申
請
を
さ
れ
た
方
も
、再
度
申

請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
方
法
や
期
限
な
ど
の
詳
細

は
、学
校
を
通
じ
て
配
布
す
る
案
内

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

学
校
教
育
課（
市
役
所
４
階
）

☎
72・3
1
7
1

　

令
和
7
年
11
月
26
日
に
株
式
会

社
ダ
ル
ク（
新
港
西
１・７
３
０
）と

「
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
物
資
等

の
供
給
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し

ま
し
た
。

問
合
せ 

危
機
管
理
課

☎
72・3
1
9
0

【
返
還
要
求
署
名
】

　
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北

方
四
島（
択
捉
島
、国
後
島
、色
丹

島
、歯
舞
群
島
）の
早
期
返
還
を
目

指
し
、署
名
を
集
め
て
い
ま
す
。

期
限 

20
日
㈮ 

※
平
日
の
み

場
所 
市
役
所
３
階
総
務
課・各
支
所

地
域
振
興
課

【
ポ
ス
タ
ー
展
】

期
間 

2
日
㈪
〜
20
日
㈮ 

※
平
日
の
み

場
所 

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

問
合
せ 

総
務
課
☎
72・3
1
4
9

　
石
狩
湾
新
港
地
域（
一
部
の
業
種

は
石
狩
市
域
）で
、事
業
所
な
ど
の

新
設・増
設
を
行
っ
た
企
業
に「
石
狩

市
地
域
未
来
投
資
促
進
条
例
」に
基

づ
き
、固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

の
課
税
免
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
該
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

業
種
や
雇
用
人
数
な
ど
の
要
件
が
あ

る
ほ
か
、申
請
が
必
要
で
す
。詳
細
は

市
H
P
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

企
業
連
携
推
進
課

☎
72・3
1
5
8

市役所（花川北6・1・30・2）
りんくる（花川北6・1・41・1）

問

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、一
定
期

間
分
を
ま
と
め
て
前
納
す
る
と
割

り
引
き
さ
れ
ま
す
。割
引
額
は
前
納

期
間
や
納
付
方
法
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。4
月
か
ら
の
口
座
振
替・ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
の
2
年
前

納・1
年
前
納・6
カ
月
前
納
の
日

本
年
金
機
構
へ
の
申
込
期
限
は
27

日
㈮
必
着
で
す
。

　
市
役
所・各
支
所・金
融
機
関
で
も

申
し
込
め
ま
す
が
、期
日
ま
で
に
日

本
年
金
機
構
へ
郵
送
す
る
た
め
早
め

の
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、5
月
以
降
の
1
年・2
年

前
納
の
申
し
込
み
は
、時
期
に
よ
り

納
付
で
き
る
月
数
が
変
わ
り
ま
す

が
、随
時
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

持
ち
物 

本
人
確
認
書
類
、基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の
、預
金
通
帳
ま

た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、金
融
機

関
届
出
印（
口
座
振
替
の
み
）

問
合
せ 

市
民
課（
市
役
所
1
階
8
番

窓
口
）☎
72・3
1
2
2

【
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
】

　
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
の

１
年
間（
８
月
１
日
〜
翌
年
７
月
31
日
）

の
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自

己
負
担
額
を
合
算
し
て
、基
準
額（
世

帯
の
限
度
額
）を
超
え
た
場
合
は
、申

請
に
よ
り
そ
の
超
え
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。対
象
者
に
は
毎
年
３
月
〜
４

月
ご
ろ
に
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

○
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
両

　
方
に
自
己
負
担
額
が
な
い
と
対

　
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
基
準
額
を
超
え
る
額
が
5
0
0
円

　
以
下
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　

制
度
か
ら
助
成
さ
れ
て
い
る
分

　
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
に
加
入
し
た
方
、道
外
か
ら
転
入

　
し
た
方
な
ど
に
は
、お
知
ら
せ
で

　
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法 

国
民
健
康
保
険
課

（
〒061-3292 

市
役
所
1
階
9
番

窓
口
）へ
持
参
ま
た
は
郵
送

問
合
せ 

国
民
健
康
保
険
課

☎
72・3
1
2
5

　
消
防
署
で
は
職
員
が
消
火
栓・防

火
水
槽
の
除
雪
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、市
内
に
は
1
3
0
0
基
以
上
の

消
火
栓
が
あ
る
た
め
、大
雪
時
に
は

全
て
の
除
雪
が
間
に
合
わ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、消
火
栓・防
火
水
槽
の
付

近
に
雪
を
寄
せ
た
り
盛
り
上
げ
た

り
す
る
と
、消
火
活
動
の
妨
げ
に
な

り
ま
す
。除
雪
の
際
は
、周
囲
に
雪

を
積
み
上
げ
な
い
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ 

石
狩
消
防
署
警
防
課

☎
74・7
0
2
4

　

庁
舎
の
改
修
工
事
の
た
め
、申
請
な

ど
の
業
務
は
本
庁
舎
１
階
や
敷
地
内

の
仮
設
庁
舎
で
行
っ
て
い
ま
す
。業
務

内
容
に
よ
り
受
け
付

け
庁
舎
が
異
な
る

た
め
、詳
細
は
H
P

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

江
別
保
健
所

☎
0
1
1・3
8
3・2
1
1
1

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日

災
害
時
応
援
協
定
の
締
結

児
童
手
当

就
学
援
助
費
の
受
給
申
請

▲市HP

▲市HP

　
義
務
化
さ
れ
た「
相
続
登
記
」に
つ

い
て
、手
続
き
の
流
れ
や
自
分
で
行

う
方
法
を
法
務
局
職
員
が
分
か
り

や
す
く
お
伝
え
し
ま
す
!　

日
時 

21
日
㈯

①
10
時
〜
11
時 

②
13
時
〜
14
時

場
所 

①
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南

6・5
）

②
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
3・2
）

持
ち
物 

筆
記
用
具

定
員 

各
15
人（
申
込
順
）     

申
込・問
合
せ 

札
幌
法
務
局
北
出
張

所
☎
0
1
1・7
0
0・3
3
1
1

企
業
立
地
に
関
す
る
優
遇
制
度

相
続
登
記
教
室

市民の声を活かす条例 審議会のうごき

12月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

公
開 017 浜益区地域協議会

（浜益支所地域振興課）
新地域協議会の委員構成
について

公
開 0

22

学校給食センター運営委
員会（学校給食センター）

学校給食費の保護者負担
額の軽減について

公
開 023 いじめ問題対策連絡協議

会（教育支援課）
令和6年度いじめの状況
について

公
開 324 地域公共交通活性化協議

会（企画課）
地方公共交通確保維持改
善事業の事業評価について

公
開 025 使用料、手数料等審議会

（財政課）
障がい者に関する使用料等
の減免について

非
公
開

障害者総合支援認定審査
会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

要介護、要支援の審査・判
定（12月中7回開催）

非
公
開

介護認定審査会
（高齢者支援課）

公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや市
ＨＰなどで都度お知らせしています。議事録は、市情報
公開コーナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。
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市
長
室
開
放

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

16
日
㈪
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

12
日
㈭
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
8
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

は
、学
校
を
通
じ
て
配
布
す
る
案
内

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

学
校
教
育
課（
市
役
所
４
階
）

☎
72・3
1
7
1

　

令
和
7
年
11
月
26
日
に
株
式
会

社
ダ
ル
ク（
新
港
西
１・７
３
０
）と

「
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
物
資
等

の
供
給
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し

ま
し
た
。

問
合
せ 

危
機
管
理
課

☎
72・3
1
9
0

【
返
還
要
求
署
名
】

　
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北

方
四
島（
択
捉
島
、国
後
島
、色
丹

島
、歯
舞
群
島
）の
早
期
返
還
を
目

指
し
、署
名
を
集
め
て
い
ま
す
。

期
限 

20
日
㈮ 

※
平
日
の
み

場
所 

市
役
所
３
階
総
務
課・各
支
所

地
域
振
興
課

【
ポ
ス
タ
ー
展
】

期
間 

2
日
㈪
〜
20
日
㈮ 

※
平
日
の
み

場
所 

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

問
合
せ 

総
務
課
☎
72・3
1
4
9

　
石
狩
湾
新
港
地
域（
一
部
の
業
種

は
石
狩
市
域
）で
、事
業
所
な
ど
の

新
設・増
設
を
行
っ
た
企
業
に「
石
狩

市
地
域
未
来
投
資
促
進
条
例
」に
基

づ
き
、固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

の
課
税
免
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
該
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

業
種
や
雇
用
人
数
な
ど
の
要
件
が
あ

る
ほ
か
、申
請
が
必
要
で
す
。詳
細
は

市
H
P
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

企
業
連
携
推
進
課

☎
72・3
1
5
8

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、一
定
期

間
分
を
ま
と
め
て
前
納
す
る
と
割

り
引
き
さ
れ
ま
す
。割
引
額
は
前
納

期
間
や
納
付
方
法
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。4
月
か
ら
の
口
座
振
替・ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
の
2
年
前

納・1
年
前
納・6
カ
月
前
納
の
日

本
年
金
機
構
へ
の
申
込
期
限
は
27

日
㈮
必
着
で
す
。

　
市
役
所・各
支
所・金
融
機
関
で
も

申
し
込
め
ま
す
が
、期
日
ま
で
に
日

本
年
金
機
構
へ
郵
送
す
る
た
め
早
め

の
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、5
月
以
降
の
1
年・2
年

前
納
の
申
し
込
み
は
、時
期
に
よ
り

納
付
で
き
る
月
数
が
変
わ
り
ま
す

が
、随
時
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

持
ち
物 

本
人
確
認
書
類
、基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の
、預
金
通
帳
ま

た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、金
融
機

関
届
出
印（
口
座
振
替
の
み
）

問
合
せ 

市
民
課（
市
役
所
1
階
8
番

窓
口
）☎
72・3
1
2
2

【
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
】

　
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
の

１
年
間（
８
月
１
日
〜
翌
年
７
月
31
日
）

の
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自

己
負
担
額
を
合
算
し
て
、基
準
額（
世

帯
の
限
度
額
）を
超
え
た
場
合
は
、申

請
に
よ
り
そ
の
超
え
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。対
象
者
に
は
毎
年
３
月
〜
４

月
ご
ろ
に
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

○
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
両

　
方
に
自
己
負
担
額
が
な
い
と
対

　
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
基
準
額
を
超
え
る
額
が
5
0
0
円

　
以
下
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　

制
度
か
ら
助
成
さ
れ
て
い
る
分

　
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
に
加
入
し
た
方
、道
外
か
ら
転
入

　
し
た
方
な
ど
に
は
、お
知
ら
せ
で

　
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法 

国
民
健
康
保
険
課

（
〒061-3292 

市
役
所
1
階
9
番

窓
口
）へ
持
参
ま
た
は
郵
送

問
合
せ 

国
民
健
康
保
険
課

☎
72・3
1
2
5

　
消
防
署
で
は
職
員
が
消
火
栓・防

火
水
槽
の
除
雪
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、市
内
に
は
1
3
0
0
基
以
上
の

消
火
栓
が
あ
る
た
め
、大
雪
時
に
は

全
て
の
除
雪
が
間
に
合
わ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、消
火
栓・防
火
水
槽
の
付

近
に
雪
を
寄
せ
た
り
盛
り
上
げ
た

り
す
る
と
、消
火
活
動
の
妨
げ
に
な

り
ま
す
。除
雪
の
際
は
、周
囲
に
雪

を
積
み
上
げ
な
い
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ 

石
狩
消
防
署
警
防
課

☎
74・7
0
2
4

　

庁
舎
の
改
修
工
事
の
た
め
、申
請
な

ど
の
業
務
は
本
庁
舎
１
階
や
敷
地
内

の
仮
設
庁
舎
で
行
っ
て
い
ま
す
。業
務

内
容
に
よ
り
受
け
付

け
庁
舎
が
異
な
る

た
め
、詳
細
は
H
P

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

江
別
保
健
所

☎
0
1
1・3
8
3・2
1
1
1

消
火
栓・防
火
水
槽
の
除
雪▲江別保健所

　HP

　
義
務
化
さ
れ
た「
相
続
登
記
」に
つ

い
て
、手
続
き
の
流
れ
や
自
分
で
行

う
方
法
を
法
務
局
職
員
が
分
か
り

や
す
く
お
伝
え
し
ま
す
!　

日
時 

21
日
㈯

①
10
時
〜
11
時 

②
13
時
〜
14
時

場
所 

①
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南

6・5
）

②
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
3・2
）

持
ち
物 

筆
記
用
具

定
員 

各
15
人（
申
込
順
）     

申
込・問
合
せ 

札
幌
法
務
局
北
出
張

所
☎
0
1
1・7
0
0・3
3
1
1

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
割
引

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

江
別
保
健
所
改
修
工
事
に
伴
う

受
け
付
け
庁
舎
に
つ
い
て

リ エ ラ
　「石狩ミライゆる会議」は、元厚田区地域おこし協力隊
の株式会社WREERA代表取締役 飯塚 諒さんが主催す
る、地域の将来像や人の活動など、幅広い話題を気軽に
語り合う場です。
　本イベントは3人の登壇者が自身の活動についてお話
しします。その後、参加者の皆さんと交流しながら石狩の
ミライについて一緒に話し合います。
皆さんの参加をお待ちしています！

日時 18（水）18時30分～20時30分
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
定員 40人　費用 一般500円、学生無料
申込期限 18（水）17時

一緒につくる石狩の未来 ～第６期石狩市総合計画を策定しています
企画課☎72･3161問

「石狩ミライゆる会議 番外編」で
石狩のミライについて話そう！

　市では、第6期石狩市総合計画を策定するにあたり、
その基礎資料とするため「石狩市の魅力」や「目指したい
まちの姿」などについて、市民の皆さんのご意見を募集
します。

対象 市民
意見の募集期限 28（土）

石狩市の魅力や目指したいまちの姿を
教えてください！

 令和6年度分（R6/8/1 ～ R7/7/31）の基準額

※１ 
※２ 

現役並み所得者

負担割合 区分 基準額（世帯の限度額）

3割

1割

2割

31万円
19万円

住民税
非課税世帯

一般
一定以上所得者

【課税所得690万円以上】２１２万円
【課税所得380万円以上】１４１万円
【課税所得145万円以上】0６７万円

現役Ⅲ
現役Ⅱ
現役Ⅰ
一般Ⅱ
一般Ⅰ
区Ⅱ
区Ⅰ

※1

※2

56万円

世帯全員が住民税非課税で、区Ⅰに該当しない方
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円（公的年金控除は80万円を適用。
給与所得がある場合、その金額から10万円を控除）、または老齢福祉年金を受給している方

▲申込フォーム ▲回答フォーム

一緒に考えるギョ
ご意見お待ちしていマス


